
（町内）

・住民票や証明書等は、３か月以内の内容が最新のものを添付してください。

※新規就農（新規取得）の場合、別途「新規就農計画書」、また地区への誓約書が必要にな

る場合があります。

◎本人署名以外は申請印が必要です。

３条申請の添付書類一覧表

精華町農業委員会

１ 申請農地の登記事項証明書 １通

２ 申請農地の公図の写し １通

３

申請農地の位置図

（申請地の位置及び付近の状況がわかるもの）

１通

４

住民票抄本（申請者双方の本人分のみで、続柄・

本籍不要）

各１通

５ 法人の場合 法人登記事項証明書 １通

６ 法人の場合 定款又は寄付行為の写し １通

７ 小作に関する合意解約書 １通

８ 仮登記・抵当権の抹消承諾書 １通

９ 誓約書 １通

10 営農計画書 １通

11 耕作状況一覧 １通

12 川西土地改良区の意見書 山田荘は不要 １通

13 代理で手続きをされる方は委任状


